
交
通
災
害
共
済
の
加
入
受
付

を
行
い
ま
す

　

簡
単
に
加
入
で
き
て
請
求
手
続

き
も
簡
単
な
愛
媛
県
市
町
総
合
事

務
組
合
の
交
通
災
害
共
済
は
、
契

約
期
間
が
１
年
間
で
す
。

　

平
成
18
年
度
分
の
加
入
受
付
を

行
い
ま
す
。
ご
家
族
そ
ろ
っ
て
加

入
し
て
、
万
一
の
交
通
事
故
に
備

え
ま
し
ょ
う
。

■
掛
金
（
年
間
１
人
当
た
り
）

〇
一
般　
　
　
　

６
０
０
円

〇
中
学
生
以
下　

２
５
０
円

※
途
中
加
入
も
同
額
で
す
。

■
加
入
口
数　

１
人
１
口

■
共
済
期
間

　

平
成
18
年
４
月
１
日
～
平
成
19

年
３
月
31
日

※
途
中
か
ら
も
加
入
で
き
ま
す
が
、

掛
金
を
納
め
た
翌
日
か
ら
と
な

り
ま
す
。

■
加
入
資
格

〇
西
条
市
の
住
民
登
録
ま
た
は
外

国
人
登
録
を
し
、
市
内
に
居
住

し
て
い
る
方

〇
西
条
市
に
居
住
す
る
交
通
災

害
共
済
加
入
者
の
被
扶
養
者
で
、

市
外
に
居
住
す
る
方

■
加
入
方
法

　

申
込
用
紙
と
掛
金
を
持
っ
て
、

所
定
の
金
融
機
関
で
加
入
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
用
紙
の
配
布

〇
平
成
17
年
度
の
交
通
災
害
共
済

に
加
入
し
て
い
る
世
帯
に
は
、

世
帯
全
員
が
加
入
で
き
る
申
込

用
紙
を
郵
送
し
ま
す
。

※
世
帯
の
一
部
の
人
が
加
入
す
る

場
合
は
、
担
当
課
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
新
し
い
申
込
用
紙
を

郵
送
し
ま
す
。

〇
未
加
入
で
、
平
成
18
年
度
の
交

通
災
害
共
済
に
加
入
を
希
望
す

る
方
は
、
担
当
課
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
申
込
用
紙
を
郵
送
し

ま
す
。

■
問
合
せ

〇
市
庁
舎
本
館
総
務
課

　

交
通
防
災
係（
内
線
２
１
２
７
）

〇
東
予
総
合
支
所
総
務
課

　

総
務
調
整
係　
（
内
線
３
１
３
）

〇
丹
原
総
合
支
所
総
務
課

　

総
務
調
整
係　
（
内
線
２
８
０
）

〇
小
松
総
合
支
所
総
務
課

　

総
務
調
整
係　
（
内
線
２
１
３
）

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名

簿
の
縦
覧

　

３
月
31
日
に
確
定
す
る
農
業
委

員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
を

行
い
ま
す
。
登
録
に
該
当
す
る
方

は
確
認
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
登
録
資
格
者

　

昭
和
61
年
４
月
１
日
以
前
に
生

ま
れ
た
人
で
、
市
内
に
住
所
が
あ

り
、
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ

き
耕
作
の
業
務
を
営
む
人
、
も
し

く
は
そ
の
同
居
の
親
族
ま
た
は
そ

の
配
偶
者
で
、
１
年
に
60
日
以
上

耕
作
に
従
事
す
る
人
。

■
縦
覧
期
間

　

２
月
23
日
㈭
～
３
月
９
日
㈭

　

８
時
30
分
～
17
時

■
縦
覧
場
所

　

市
庁
舎
別
館
３
階

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

建
築
確
認
事
務
の
一
部
、
開

発
許
可
の
事
務
を
４
月
か
ら

市
で
行
い
ま
す

■
建
築
確
認
事
務

　

平
成
18
年
４
月
１
日
か
ら
西
条

市
が
建
築
基
準
法
上
の
限
定
特
定

行
政
庁
に
な
る
た
め
、
次
の
建
築

確
認
事
務
を
市
で
行
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

〇
建
築
基
準
法
の
第
６
条
第
１

項
第
４
号
に
規
定
さ
れ
る
建
築

物
（
住
宅
等
の
小
規
模
建
築
物
。

以
下
４
号
建
築
物
と
い
う
）
お

よ
び
４
号
建
築
物
の
敷
地
内
に

築
造
さ
れ
る
10
㍍
以
下
の
煙
突

や
広
告
塔
、
３
㍍
以
下
の
擁
壁

な
ど
の
工
作
物
の
建
築
確
認
・

完
了
検
査
。

〇
道
路
の
位
置
の
指
定
。

〇
住
宅
金
融
公
庫
融
資
に
係
る
設

計
審
査
、
現
場
審
査
。

○
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
関
す
る

事
務
（
４
号
建
築
物
の
み
）

■
開
発
許
可
事
務

　

建
築
を
行
う
目
的
で
１
０
０
０

平
方
㍍
以
上
の
農
地
等
を
宅
地
に

造
成
す
る
場
合
な
ど
に
は
、
あ
ら

か
じ
め
開
発
許
可
が
必
要
で
す
。

　

平
成
18
年
４
月
１
日
か
ら
開
発

許
可
事
務
が
愛
媛
県
か
ら
西
条
市

に
移
譲
さ
れ
、
受
付
か
ら
許
可
・

検
査
ま
で
の
業
務
を
市
で
行
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

今
後
、
開
発
許
可
の
申
請
を
予

定
さ
れ
て
い
る
方
は
、
事
前
に
都

市
整
備
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
問
合
せ

〇
建
築
確
認
事
務
に
つ
い
て

　

市
庁
舎
別
館
建
築
住
宅
課

　

建
築
指
導
係（
内
線
２
７
５
２
）

〇
開
発
許
可
事
務
に
つ
い
て

　

市
庁
舎
別
館
都
市
整
備
課

　

都
市
計
画
係（
内
線
２
７
４
２
）

　西条市の平成18年度競争入札（見積）に、新たに参加を希
望する方は、資格審査の申請を行ってください。
※現在登録済みの方は、今回の申請は不要です。
■業務内容
【建設工事関係】　〇土木・建築・管・塗装・造園工事など
　　　　　　　　　〇地質調査・測量・設計・監理業務など
【公共施設の委託業務】　公共施設清掃、電気設備保安、消
　　防用設備等の保守点検、高架水槽等清掃、害虫防除、警
　　備、浄化槽管理清掃、建築物空気環境測定
【物品関係】　売買・修繕など
■受付期間　２月１日㈬～２月28日㈫  
■申請先　〇建設工事関係・公共施設の委託業務
　　　　　　市庁舎本館契約課　工事契約係　内線2232
　　　　　〇物品関係
　　　　　　市庁舎本館契約課　物品契約係　内線2234

平成18年度競争入札(見積)

※申請書等には、市のホームページ（http://www.city.saijo.ehime.jp）から
　ダウンロードできるものもあります。ご活用ください。

参加資格審査の申請を受け付けます

交通災害共済は国内で交通乗用具の災害を
受けた場合に、見舞金を支払う制度です。

1�広報さいじょう　2006　　２月号

市
役
所
の
 

電
話
番
号
 

西条市庁舎　℡0897－56－5151　　東予総合支所　℡0898－64－2700 
丹原総合支所　℡0898－68－7300　　小松総合支所　℡0898－72－2111 

引
き
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ら
せ


